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現
在
の
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー
は
、開
設

か
ら
約
10
年
が
経
過
し
ま
し
た
。旧
袋
井

市
民
病
院
の
施
設
を
改
修
し
て
活
用
し
て

き
た
本
館
は
築
46
年
を
超
え
、施
設
の
老

朽
化
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、近
年
は
高
齢
の
親
が
中
高
年
の

子
ど
も
を
支
え
る「
8ハチ
マ
ル
ゴ
ー
マ
ル

0
5
0
問
題
」や
、

育
児
と
介
護
を
同
時
に
行
う「
ダ
ブ
ル
ケ

ア
」な
ど
複
雑
化・複
合
化
す
る
課
題
が
顕

在
化
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、こ
う
し
た
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト

両
面
の
課
題
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、将

来
を
見
据
え
た
新
た
な
施
設
を
整
備
す
る

た
め「
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー
基
本
構
想
」を

策
定
し
ま
し
た
。
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「
市
民
の
健
康・福
祉
を

「
市
民
の
健
康・福
祉
を

総
合
的
に
支
え・守
る
拠
点
」へ

総
合
的
に
支
え・守
る
拠
点
」へ

こ
れ
ま
で
は「
高
齢
者
」「
障
が
い
者
」

「
子
ど
も
」な
ど
、対
象
ご
と
に
相
談
窓
口

が
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、人
口
減
少
、後
期
高
齢
者
の

急
増
、一
人
暮
ら
し
高
齢
者
や
独
立・孤
立

の
進
行
、子
ど
も
を
含
め
複
雑
化・複
合
化

す
る
相
談
の
増
加
な
ど
、保
健・介
護・福

祉・子
育
て
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
て
お
り
、現
代
の
暮
ら
し
で
は
複

数
の
悩
み
が
重
な
り
合
う
こ
と
が
増
え
て

い
ま
す
。

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
や
後
期・一
人

暮
ら
し
高
齢
者
の
急
増
な
ど
に
よ
り
超

高
齢
社
会
を
迎
え
る
中
、「
保
健・医
療・介

護・福
祉・子
育
て
」機
能
は
、地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
す
た
め
に
不
可
欠
な
社
会
基
盤

で
す
。

老
朽
化
等
の
課
題
を
抱
え
る
総
合
健

康
セ
ン
タ
ー
の
再
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、

建
て
替
え
を
基
本
に「
日
本
一
健
康
文
化

都
市
」の
実
現
に
向
け
、各
種
サ
ー
ビ
ス
を

緊
密
に
連
携・複
合
化
し
、世
代
や
属
性
を

問
わ
ず
誰
も
が
安
心
し
て
利
用
で
き
る

「
市
民
の
健
康・福
祉
を
総
合
的
に
守
る
拠

点
」を
創
出
し
ま
す
。

新
し
い
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー
が
目
指

す
の
は
、ま
ず
は
ど
ん
な
悩
み
も
受
け
止

め
る「
断
ら
な
い
相
談
対
応
」で
す
。保
健・

介
護・福
祉・子
育
て
の
機
能
を
1
か
所
に

集
約
し
、制
度
の
壁
を
越
え
て
専
門
職
が

チ
ー
ム
で
対
応
し
ま
す
。

誰
も
が
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、住
み
慣

れ
た
袋
井
で
自
分
ら
し
く
輝
き
続
け
ら
れ

る
。そ
ん
な
未
来
へ
の
架
け
橋
と
な
る
拠

点
を
目
指
し
ま
す
。

基本理念：市民の健康・福祉を総合的に支え・守る拠点

新しい総合健康センターには、保健・介護・福祉・子育て
に関わる機能の集約を図ります

市民に分かりやすい
相談窓口

属性を問わない
相談窓口

複雑化・複合化した
相談の窓口

地域共生社会の実現
複雑化・複合化した
支援ニーズへの対応

包括的な相談・支援体制の充実

こどもまんなか社会の実現
すべての妊産婦、子育て世帯、
子ども・若者へ一体的に相談支援

総合相談窓口
多世代が共に住み慣れた
地域で安心して暮らせる

福祉の拠点

連
携
強
化

保健・予防
（保健センター）

保健・福祉・子育て
（こども若者家庭センター）

福祉
（生活支援・障がい）

介護
（地域包括ケア）

新しい新しい

保健・福祉・介護・子育て機能

を策定しましたを策定しました
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新しい総合健康センター「３つの機能」の柱新しい総合健康センター「３つの機能」の柱
～保健・介護・福祉・子育てに関わる機能を集約し、連携を強化します～～保健・介護・福祉・子育てに関わる機能を集約し、連携を強化します～

01 保健・予防機能保健・予防機能
（保健センター）（保健センター）

市民一人ひとりの市民一人ひとりの
健康力を高める健康力を高める

乳幼児から高齢者まで、生涯
を通じた健康支援の拠点です。
これまでの健康相談や健診、予
防接種などの機能を維持しつ
つ、まちづくり協議会や事業所
など多様な主体との連携をさら
に強化します。

02 介護・福祉機能介護・福祉機能
（総合相談窓口・（総合相談窓口・

地域包括ケア機能）地域包括ケア機能）

多世代が共に安心して暮らせる多世代が共に安心して暮らせる
地域の拠点地域の拠点

「福祉」や「介護保険」の関連
部門を集約します。包括的な相
談・支援体制を整え、住民同士で
見守り・支え合う地域づくりを
推進します。

03
保健・福祉・保健・福祉・

子育て機能子育て機能
（こども若者家庭センター）（こども若者家庭センター）

「こどもまんなか社会」の「こどもまんなか社会」の
実現を目指す実現を目指す

妊娠期から子育て期、若者に
対して包括的な支援を行う「こ
ども若者家庭センター」を設置
します。様々な関係機関と連携
し、切れ目のない伴走型相談支
援体制を整備します。

なぜ「保健・介護・福祉・子育て」を1か所に集めるの？

今後のスケジュール今後のスケジュール

なぜ「保健・介護・福祉・子育て」を1か所に集めるの？なぜ「保健・介護・福祉・子育て」を1か所に集めるの？

これまでは市役所本庁舎と総合健康センターで窓口が分かれ、
手続きや相談のたびに利用者に移動の負担がありました。関連部
門を1か所に集約することで、「どこに相談すればよいか分からな
い」という不安を解消します。あらゆる場面で、専門職がチームで
サポートします。

❶ 基本構想
（～令和7年）

❷ 基本計画
（令和8年～） ❸ 基本設計 ❹ 実施設計

◆ 現状の把握
◆  新施設の考え方の「骨
格」となるものを決定

◆ 建設場所の選定
◆  基本構想でとりまと
めた「骨格」に肉付け

◆ 具体的な寸法を検討
◆  設計図の基本となる
ものを作成

◆ 詳細な設計図を作成
◆  工事に必要な費用を
算出

建設場所については、市民の皆さんの利便性や、市役所本庁舎との連携を重視
し、現在の敷地内ではなく「市役所本庁舎周辺」を基本として検討を進めます。

※ 総合健康センター基本構想のうち、医療機能については、保健・福祉・介護・子育て機能と併せて策定す
る予定でしたが、分離して令和8年度を目途に策定することとしました。
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